
令和元年度 第 1回敬老パス・マナカ利用促進プロジェクト 

令和 2年 3月 23 日（月）11 時 30 分  

特別会議室（本庁舎 2階）  

１ 実施状況及び令和 2年度予算について（資料１、資料２、参考資料） 

 （１）電子マネーの利用促進 

 （２）決済用端末の設置促進（民間施設） 

 （３）決済用端末の設置促進（市施設） 

（４）交通局マナカの状況について 

２ 令和 3年度以降の方向性について 

資料１   敬老パス・マナカ利用促進プロジェクト 

（実施状況及び令和２年度予算等） 

資料２   敬老パス・マナカ利用促進プロジェクト 

（基礎資料 平成 30 年度決算ベース） 

参考資料  健康福祉局作成ポスター（Ｂ２をＡ４に縮小） 

      健康福祉局及び交通局作成電子マネー利用促進用ちらし 



敬老パス・マナカ利用促進プロジェクト（実施状況及び令和２年度予算等） 

区 分 敬老パスやマナカによる電子マネーの利用促進 決済用端末の設置促進＜民間施設への導入＞ 決済用端末の設置促進＜市施設への導入＞ 

30 年度 

実施状況 

○電子マネー利用促進のちらしを作成し、平成 30 年

7 月から、敬老パスの更新案内に同封【健福・交通】

（配布実績） 

健福、交通 各年間約 33 万人 

○平成 30 年 9 月から所管施設、老人クラブ等に順次、

ちらしを配布【健福・交通】 

（配布実績） 

区情報コーナーはじめ約 100 か所 約 4,000 枚 

○市営交通懇談会等での各種団体への敬老パスでの

電子マネー利用のＰＲ【交通】 

○平成 30 年度新規事業として、商店街マナカ等決済用

端末導入支援事業を実施【市経】 

（交付実績） 

3 商店街 15 店舗（補助金額 705 千円） 

○市民経済局地域商業課の導入補助事業の各商店街説

明会に同行し、電子マネーのＰＲ及び導入を支援 

【交通】 

○31 年 4 月からのモデル実施に向けた調整【市経】 

・モデル区役所市民課・支所市民係（中川区・富田支所）

における導入後の決済フロー検討 

・市内他施設での導入状況の確認 

○区役所・支所への電子マネー導入にかかる技術的支援

【交通】 

令和元年度 

実施状況 

○30 年度に引き続き、チラシを作成し配布 

【健福・交通】 

（配布実績） 

健福、交通を一体化し、年間約 33 万人 

○新たに啓発用のポスターを作成、掲示【健福：新規】

（実績） 

福祉課はじめ約 100 か所、150 枚

○電子マネー加盟店募集ポスターによるＰＲ、マナカツ

等広報媒体による啓発【交通】 

○交通局初の駅ナカ商業施設「ヨリマチＦＵＳＨＩＭ

Ｉ」各店舗にマナカ電子マネーを導入【交通：新規】

※予算額は平成 30 年度と同程度 

【健福:2,000 千円】【交通:4,050 千円】 

○商店街におけるマナカ等決済用端末の導入支援を継

続【市経】 

（交付決定状況） 

3 商店街 19 店舗 

○30 年度に引き続き、市民経済局地域商業課の導入補

助事業の各商店街説明会に同行し、電子マネーのＰＲ

及び導入を支援【交通】 

○電子マネー広報媒体である「マナカツ」において、商

店街を特集した号を発行してＰＲ【交通：新規】 

○市バス 90 周年記念イベントにおいて、商店街におけ

るマナカ決済のＰＲパネルを作成、掲示。 

同様に交通局ニュースナゴヤパレット 12 月号に掲載

【交通：新規】

※予算額は平成 30 年度と同額 

【市経：3,200 千円】 

○モデル区役所市民課・支所市民係（中川区・富田支所）

において令和元年 6 月からマナカ電子マネー決済の

試行導入を実施【市経：新規】 

○中川区役所・富田支所への電子マネー導入にかかる技

術的支援【交通】 

※予算額 

 【市経：2,200 千円】 

資料１ 



区 分 敬老パスやマナカによる電子マネーの利用促進 決済用端末の設置促進＜民間施設への導入＞ 決済用端末の設置促進＜市施設への導入＞ 

令和２年度 

予算内容 

○元年度に引き続き、チラシを作成し配布 

【健福・交通】 

○元年度に引き続き、啓発用のポスターを作成、

掲示【健福】 

○電子マネー加盟店募集ポスターによるＰＲ、マ

ナカツ等広報媒体による啓発【交通】 

※予算額 

【健福:2,000 千円】【交通:3,935 千円】 

○商店街におけるマナカ等決済用端末の導入支援を継続 

【市経】 

※予算額 

 【市経：3,000 千円】 

○令和 2 年度も、モデル区役所市民課・支所市民係において

試行継続するために必要な経費【市経】 

※予算額 

 【市経：1,972 千円】 

取り組みを

進めるにあ

たっての課

題など 

○啓発の内容や方法に関する関係局との調整 

【健福】 

〇高齢者を始めとした電子マネー利用の増によ

る事業収支の改善【交通】 

○商店街のニーズ等を踏まえた端末導入の促進【市経】 

・商店街では、マナカ等交通系電子マネー決済を利用す

る頻度は低く、利用頻度の高いその他のキャッシュレ

ス決済手段への対応が必要 

・商店街の店舗では、キャッシュレス決済時に発生する

手数料や端末操作の複雑さ、決済手段の多様さにより、

キャッシュレス決済用端末の導入に躊躇していること

から、導入が見込まれる商店街の理事会等にて直接説

明する機会を設ける等周知に努めることが必要 

○交通系電子マネー決済に対応した機器をリースする場

合、従来の金額に比べかなり高額となる【市経】 

＜全区・支所に機器導入した場合の想定＞ 

設置台数：１６区１支所×２ ＋５支所 ＋栄ＳＣ 

＝４０台 

①金銭登録機（マナカ連動非対応） 

約５０万円/月 

②金銭登録機（マナカ連動対応）＋マナカ決済端末賃借費

（参考見積）約１７０万円/月 

（※）令和元年度はモデル区役所・支所のみ、交通系電子

マネー決済に対応した機器をリースし、他区・支所

は現行のリース機の再リースを実施 

令和 3 年度

以降の 

方向性 

令和 2年度までの実施状況を総括したうえで検討 



敬老パス・マナカ利用促進プロジェクトチーム設置要綱 

（目的） 

第 1条 敬老パス・マナカによる電子マネー利用を伴う高齢者の外出促進や、敬老パ

ス・マナカによる電子マネー決済が可能な交通局加盟店舗などの拡大を通して、地

域経済の活性化を推進し、敬老パスの利用拡充を図ることを目的として、敬老パス・

マナカ利用促進プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）を設置

する。 

（所掌事務） 

第 2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。 

（1）敬老パス・マナカによる電子マネーの利用促進に関すること 

(2) 敬老パス・マナカによる電子マネー決済用端末の設置促進に関すること 

(3) その他必要と認めること 

（組織） 

第 3条 プロジェクトチームは、別表 1に掲げる職にある者により構成する。 

2 プロジェクトチームに座長を置き、座長は健康福祉局主管副市長とする。 

（会議） 

第 4条 プロジェクトチームの会議は、必要の都度、座長が招集する。 

2 座長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を

聞くことができる。 

（幹事会） 

第 5条 プロジェクトチームに敬老パス・マナカ利用促進プロジェクトチーム幹事会

（以下「幹事会」という。）を置く。 

2 幹事会は次の事務を行う。 

（1）プロジェクトチームに付する事項の整理及び検討 

（2）その他プロジェクトチームを円滑に運営するために必要な事務 

3 幹事会は、別表 2に掲げる職にある者により構成する。 

4 幹事会に幹事長を置き、幹事長は健康福祉局高齢福祉部長とする。 

（庶務） 

第 6条 プロジェクトチームの庶務は、健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課において処

理する。 

（その他） 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に必要な事項は、

座長が別に定める。



附 則 

 この要綱は、平成 29 年 12 月 15 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30 年 5 月 11 日から施行する。 

別表 1                

別表 2 

市民経済局主管副市長

健康福祉局主管副市長

交通局主管副市長

市民経済局長

健康福祉局長

健康福祉局長寿社会企画監

交通局長

市民経済局地域振興部長

市民経済局地域振興部住民課長

市民経済局産業部長

市民経済局産業部産業労働課長

市民経済局産業部地域商業課長

健康福祉局高齢福祉部長

健康福祉局高齢福祉部主幹（持続可能な敬老パス制度の構築）

交通局営業統括部長

交通局営業統括部営業課長








